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会津若松市のめざす方向性

※団塊世代：昭和22年から24年生まれの「第一次ベビーブーム」世代を指し、
　　　　　　最も人口の多い世代となっています。

（「会津若松市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画」より）

介護保険のしくみ
介護を社会全体で支え合う制度です

各計画期間と2040年（令和22年）までの見通し

※「ケアマネジャー」ってどんな人？

市区町村（保険者）

加入者
（被保険者）

●介護保険料の算定・徴収
●介護保険被保険者証の交付
●要介護・要支援の認定、
　基本チェックリストの実施確認
 （総合事業対象者の決定）
●介護サービスの確保、整備　等

●介護保険料を納めます
●サービスを利用できます
●サービス費用の１割、２割または３割を負担します

介護サービス、
介護予防サービス、
サービス・活動提供
事業者
在宅サービス、施設サービス、
地域密着型サービス、サービ
ス・活動を提供します
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●介護予防ケアマネジメント
●様々な相談・支援　　等 連携

●費用の支払い

●費用の請求
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連携・連絡調整 連絡調整

地域包括支援センター
介護予防や地域の総合的な相談
の拠点として設置されています

ケアマネジャー※

介護サービスの相談窓口となって
くれる介護の専門家です

→自己負担割合についてはＰ７

本市は、令和６年度から令和８年度までの３年間を対象とした「高齢者福祉計画・第９
期介護保険事業計画」を策定しました。これは、今後３年間の介護サービスのあり方とそ
れに伴う給付費等の見込み、介護保険料などを定めたものです。

第８期以降を2025年（令和７年）、更には2040年（令和22年）までの中長期的な視点
での地域包括ケアシステムの「拡充期」と位置付け、第９期計画期間においても、地域包
括ケアシステムの推進・深化のため、各分野のサービスの「質」と「量」の充実を図るととも
に、ネットワークの連携を有機的で強固にすることを目指します。

また、高齢者のみならず、障がいのある方や子どもたちも含め、地域住民がともに支え
あう「地域共生社会の実現」を目指していきます。

40歳以上のみなさんが加入者（被保険者）となって保険料を納めていただき、介護が必
要になったときには費用の一部を負担することで介護サービスを利用できる制度です。
介護保険制度は、市区町村が主体となって運営しています。

ケアマネジャー（介護支援専門員）は利用者や家族からの相談に応じて、利用者の希望
や心身の状態に合った介護サービスなどが利用できるように支援してくれる、介護の知
識を幅広く持った専門家です。
ケアプランの作成や介護サービス事業者との連絡調整などを行います。
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◆被保険者証が必要なとき
•要介護・要支援の認定申請（更新申
請も含む）や総合事業利用申請を
するとき
•居宅（介護予防）サービス計画作成
依頼の届け出をするとき
•介護（介護予防）サービス、サービ
ス・活動を利用するとき
•償還払いなどの保険給付の支給申
請をするとき
•保険料や利用料などの減免申請を
するとき　　　等

◆被保険者証の再交付
市内で住所の変更（転居）等、記載
事項に変更があった場合は、新しい
被保険者証が交付されます。
　被保険者証をなくした場合も申請
により、再交付を受けることができ
ます。本人及び窓口に申請に来る方
の身分証明書（マイナンバーカード
や運転免許証、医療保険資格確認書
など医療保険に加入していることが
わかるもの）を持って、高齢福祉課
においでください。本人以外の場合
は委任状が必要となります。

▲被保険者番号・住所・
氏名・生年月日・性別・
保険者番号・保険者名
などが記載されます。

介護保険被保険者証６５歳以上の方（第1号被保険者）

40歳から６4歳の方（第2号被保険者）
（医療保険に加入している方）

特定疾病とは
※介護保険で対象となる病気には、下記の16種類が指定されています。

◆マイナンバーの確認には次のいずれかが必要です。
•マイナンバーカード
•個人番号が記載された住民票　等

◆身分証明には次のいずれかが必要です。
•マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、
　公的機関の発行した顔写真入りの書類を１つ以上
•介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険資格確認書など医療保
険に加入していることがわかるもの等を２つ以上

※マイナンバーカードは、マイナンバーと身分証明の両方の確認ができます。

介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、
介護（介護予防）サービス、サービス・活動を利用
できます。
介護が必要になった原因にかかわらず介護保険が

受けられます。
※サービス・活動は基本チェックリストによる事業対
象者に該当した場合も利用できます。

介護保険で対象となる病気（特定疾病※）が原因
で、介護や支援が必要であると「認定」を受けた場
合に、介護（介護予防）サービス、サービス・活動
が利用できます。
※特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、
介護保険の対象となりません。

●65歳以上の方（第１号被保険者）には全員に交付されます。
•新たに65歳になる方には、65歳になる月（65歳の誕生日の前日が
属する月）に交付されます。
•65歳になる前にすでに交付を受けている方は、その被保険者証
を引き続き利用できるため、改めて交付されません。

●40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方（第２号被保険
者）で、要介護・要支援の認定を受けた方にも交付されます。
●被保険者証は、介護サービスを利用するときに必要となりますの
で、大切に保管してください。
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●がん（医師が一般に認められている医学
的知見に基づき回復の見込みがない状態
に至ったと判断したものに限る。）
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◆被保険者証が必要なとき
•要介護・要支援の認定申請（更新申
請も含む）や総合事業利用申請を
するとき
•居宅（介護予防）サービス計画作成
依頼の届け出をするとき
•介護（介護予防）サービス、サービ
ス・活動を利用するとき
•償還払いなどの保険給付の支給申
請をするとき
•保険料や利用料などの減免申請を
するとき　　　等

◆被保険者証の再交付
市内で住所の変更（転居）等、記載
事項に変更があった場合は、新しい
被保険者証が交付されます。
　被保険者証をなくした場合も申請
により、再交付を受けることができ
ます。本人及び窓口に申請に来る方
の身分証明書（マイナンバーカード
や運転免許証、医療保険資格確認書
など医療保険に加入していることが
わかるもの）を持って、高齢福祉課
においでください。本人以外の場合
は委任状が必要となります。

▲被保険者番号・住所・
氏名・生年月日・性別・
保険者番号・保険者名
などが記載されます。

介護保険被保険者証６５歳以上の方（第1号被保険者）

40歳から６4歳の方（第2号被保険者）
（医療保険に加入している方）

特定疾病とは
※介護保険で対象となる病気には、下記の16種類が指定されています。

◆マイナンバーの確認には次のいずれかが必要です。
•マイナンバーカード
•個人番号が記載された住民票　等

◆身分証明には次のいずれかが必要です。
•マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、
　公的機関の発行した顔写真入りの書類を１つ以上
•介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険資格確認書など医療保
険に加入していることがわかるもの等を２つ以上

※マイナンバーカードは、マイナンバーと身分証明の両方の確認ができます。

介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、
介護（介護予防）サービス、サービス・活動を利用
できます。
介護が必要になった原因にかかわらず介護保険が

受けられます。
※サービス・活動は基本チェックリストによる事業対
象者に該当した場合も利用できます。

介護保険で対象となる病気（特定疾病※）が原因
で、介護や支援が必要であると「認定」を受けた場
合に、介護（介護予防）サービス、サービス・活動
が利用できます。
※特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、
介護保険の対象となりません。

●65歳以上の方（第１号被保険者）には全員に交付されます。
•新たに65歳になる方には、65歳になる月（65歳の誕生日の前日が
属する月）に交付されます。
•65歳になる前にすでに交付を受けている方は、その被保険者証
を引き続き利用できるため、改めて交付されません。

●40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方（第２号被保険
者）で、要介護・要支援の認定を受けた方にも交付されます。
●被保険者証は、介護サービスを利用するときに必要となりますの
で、大切に保管してください。
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未満 以上 以上

介護（介護予防）サービス（Ｐ13～21）、
サービス・活動事業（Ｐ22）を
利用する時の負担割合です

介護保険負担割合証 サービスを利用するには

　25の質問項目で、日常生活に必要な
機能が低下していないかを調べます。

要介護
１～５

利用の手順はＰ９から

65歳
以上の方 

要介護・要支援認定を受ける

申請から認定までの手順はＰ９へ

基本チェックリストを受ける

介護
サービス

要支援
１・２

要支援１・２

事業対象者

介護予防
サービス

総合事業

サービス・活動事業

の方が利用できます

一般介護予防事業

65歳以上の
すべての方が
利用できます

利用の手順はＰ12から

事業対象者 
（生活機能の低下が
 みられた方）

認　定 自立した生活
が送れる方非該当

65歳以上で
本人が市民税を課税されていない
または生活保護を受給している

年金収入＋その他の合計所得金額年金収入＋その他の合計所得金額

１人 …………… 280万円
２人以上 ……… 合計346万円

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

同世帯に65歳以上の方
(本人含む)が

１人 …………… 340万円
２人以上 ……… 合計463万円

同世帯に65歳以上の方
(本人含む)が

本人の合計所得金額が160万円未満

本人の合計所得金額が220万円未満

利用者負担　１割 利用者負担　２割 利用者負担　３割

65歳以上の方のみ

未満

●要介護・要支援認定を受けた方や、総合事業対象者と判定された方には、利用者の負担
割合を示す「介護保険負担割合証」が交付されます。これは、介護（介護予防）サービス、
サービス・活動を利用するときに必要になります。
●65歳以上（第1号被保険者）で一定所得以上の方は、介護（介護予防）サービス、サービス・
活動を利用するときの自己負担が2割または３割になります。
●有効期間は、1年間（8月1日～翌年7月31日）です。

「合計所得金額」：収入から公的年金等控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、基
礎控除・人的控除などの控除をする前の所得金額。土地売却等に係る特別控除がある場
合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した
額」を用いる。

　まずは、市の窓口へお越しください。
（高齢福祉課／北会津支所住民グループ／河東支所住民グループ）
　生活する上でどのようなことにお困りで、どのようなサービスを
希望しているか、職員へ伝えます。
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